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臨

時

利

得

税

を

論

ず

汐

見

良E

第

臨
時
利
得
税
法
案

大
賊
省
は
臨
時
利
得
税
を
昭
和
十
年
度
よ
り
賀
行
寸
る
計
設
を
有
す
る
事
を
昭
和
九
年
十
一
月
初
め
に
稜
表
し

こ
の
融
制
表
fT
梨
械
し
ど
し
て
財
界
は
一
時
は
大
動
怖
が
一
燃
に
し
に
の
で
あ
る
。
僅
か
ん
年
収
入
制
三
、
四
千
時
闘
の
新

視
を
作
る
と
一
五
ふ

rげ
で
あ
っ
て
、
而
も
此
の
租
既
に
は
地
方
附
加
積
を
認
め
な
い
事
と
な
っ
て
ゐ
る
。
臨
時
利

得
税
の
母
瞳
た
る
所
得
耽
の
昭
和
九
年
度
の
牧
入
は
、
岡
耽
と
し
て
一
一
億
六
千
寓
固
に
上
り
地
方
税
た
る
所
得
桂

附
加
耽
L
L
戸
数
割
土
を
加
へ
る
と
総
額
三
億
聞
を
下
ら
な
い
の
で
め
る
。
故
に
臨
時
利
得
税
は
、
母
瞳
た
る
所
得

枕
の
一
割
強
に
止
ま
り
、
酒
税
つ
之
官
二
千
高
周
)
よ
り
も
地
租
(
地
方
附
加
積
を
加
へ
て
一
億
七
千
蔦
園
)
よ
り
も
閥
税
(
一
億
千
寓

圏
)
よ
り
も
管
業
牧
盆
積
(
地
方
附
加
稔
を
加
へ
て
八
千
前
向
圏
)
よ
り
も
砂
糖
消
費
税
(
七
千
高
岡
)
よ
り
も
少
〈
、

織
物
消
費
耽

と
肩
を
な
ら
べ
、
取
引
所
耽
・
相
顔
暁
・
資
本
利
子
枕
・
鋸
業
枕
・
清
涼
飲
料
税
・
噸
積
を
凌
駕
し
て
ゐ
る
程
度
で
あ

る
。
か
〉
る
少
額
の
臨
時
利
得
税
の
提
案
が
何
故
に
大
盤
動
を
財
界
に
惹
起
し
た
の
で
あ
ら
う
か
。
薙
相
が
嘗
て

新
増
積
を
行
は
な
い
事
を
馨
明
し
た
の
を
裏
切
っ
た
矯
め
で
も
あ
ら
う
が
1

i
令
法
的
脱
税
の
防
止
の
魚
め
に
此

臨
時
利
得
税
を
論
宇

第
三
十
九
谷

i¥. 

第
六
披

ノ、

九



臨
時
刺
得
税
を
論
宇

第
三
十
九
巻

i¥ 

第
六
時
耳

七

O 

の
裏
切
も
止

hup-
得
r
d

る
所
で
あ
っ
て
|
|
寧
ろ
根
本
原
因
は
財
政
そ
れ
自
躍
の
包
蔵
す
る
不
健
全
性
と
大
規
模

の
増
税
に
封
す
る
恐
怖
と
に
之
ぞ
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

最
近
災
害
の
連
繭
し
て
殺
生
せ
る
腕
に
於
て
は
腕
債
の
利
子
の
支
排
に
窮
す
る
も
の
が
現
は
れ
始
め
た
、
此
等

の
地
方
で
は
災
害
が
毎
年
起
っ
て
〈
る
事
に
よ
っ
て
新
に
に
腕
債
含
起
し
以
て
財
政
の
辻
棲
を
令
し
て
ゐ
る
の
で

あ
っ
て
、
災
害
が
や
ま
れ
ば
財
政
が
行
詰
ま
ち
鯨
債
の
元
利
文
排
に
義
文
佐
生
守
る
と
一
疋
ふ
有
様
で
あ
る
。
此
等

の
地
方
の
財
政
と
類
似
の
事
が
我
閣
の
財
政
に
つ
い
て
も
行
は
れ
て
ゐ
な
い
だ
ら
う
か
。
論
者
の
中
に
は
、
今
常

介
仙
吋
恥
机
新
析
か
九
人
W
M
し
事
L
公
街
柑
棋
の
コ
寸
殴

rtu円
ノ
て
開
制
引
じ
休
養
ey山
県

山

町

μτ
一
丸
一
一
一
五
年
・

一
丸
一
ご
」
ハ

年
の
危
機
に
そ
な
ふ
べ
し
と
唱
ふ
る
も
の
が
あ
る
。

一
九
三
五
年
・

一
九
三
六
年
の
危
機
に
つ
い
て
は
人
に
よ
り

意
見
が
具
っ
て
ゐ
る
が
、
偲
り
に
何
か
重
大
事
件
が
起
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
封
抗
す
る
矯
め
に
は
何
う
し
て
も

財
政
を
堅
宜
に
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
非
常
時
折
聞
の
使
命
を
帯
び
て
ゐ
る
周
囲
押
が
三

T
寓
闘
程
度
の
新
税
に

脅
さ
れ
る
左
云
ふ
の
は
、
果
し
て
正
常
の
航
態
で
あ
ら
う
か
。
事
に
財
政
一
そ
れ
白
煙
の
不
健
全
性
が
示
ぎ
れ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
而
し
て
大
規
模
増
税
の
不
安
は
財
政
の
不
健
全
性
と
密
接
な
る
闘
係
を
有
し
て
ゐ
る
。
健
全
な
る

財
政
で
あ
れ
ば
臨
時
利
得
税
と
云
へ
ば
皐
に
三
千
寓
固

ω新
読
を
理
解
す
る
の
で
あ
っ
て
、
臨
時
利
得
税
が
大
規

模
増
税
の
前
提
な
り
と
考
へ
る
の
は
財
政
を
今
の
佳
で
棄
て
て
置
け
な
い
と
云
ふ
懸
念
を
財
界
人
が
有
し
て
ゐ
る

何
よ
り
の
誼
擦
で
あ
る
。

建
設
的
の
き
ロ
ぴ
方
か
も
知
れ
な
い
が
、
三
千
高
固
程
度
の
臨
時
利
得
税
を
新
設
す
る
聾
に
財
界
が
驚
い
た
と
云



ふ
事
が
卸
ち
臨
時
利
得
税
の
必
要
を
反
謹
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
臨
時
利
得
税
に
劃
す
る
全
面
的
の
賛
否
の
論

は
巳
に
言
ひ
毒
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
以
下
具
瞳
的
に
臨
時
利
得
税
の
内
容
を
検
討
し
た
い
の
で
あ
る
。

第
二

臨
時
利
得
視
の
大
綱

臨
時
利
得
税
が
法
律
と
な
っ
て
施
行
せ
ら
れ
る
迄
に
は
政
府
案
の
確
定
よ
h
ノ
ム
ザ
闘
議
舎
の
協
賛
に
至
る
幾
多
の

手
績
が
残
っ
て
ゐ
る
。
而
し
て
大
蔵
省
は
十
一
月
四
日
に
新
聞
紙
上
に
臨
時
利
得
税
の
大
綱
を
発
表
し
仁
ま
う
で

共
れ
以
上
詳
細
な
る
内
容
は
明
か
に
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
次
の
大
綱
を
基
礎
と
し
て
臨
時
利
得
税
の
特

質
J
M

何
}
明
か
に
し
且
つ
之
が
批
判
合
試
み
に
い
の
で
め
る
。

一
、
臨
時
利
得
税
は
法
人
に
つ
い
て
は
そ
の
利
得
に
劃
し
て
課
税
し
個
人
に
つ
い
て
は
管
業
の
利
得
に
つ
い
て

課
税
す
る
こ
と

二
、
法
人
の
課
暁
利
得
は
事
業
年
度
の
所
得
よ
り
昭
和
六
年
以
前
約
二
年
間
の
事
業
年
度
の
平
均
所
得
を
控
除

し
て
算
出
す
る
こ
と

前
項
の
平
均
所
得
が
資
本
金
額
へ
積
立
金

J

ぜ
合
h
U
)

の
一
定
割
合
〈
約
年
七
分
積
き
に
謹
せ
ぎ
る
時
は
そ
の
一
定
割

舎
に
よ
る
金
額
を
卒
均
所
得
と
み
な
す
こ
と

三
、
個
人
傍
柔
所
得
の
年
額
が
一
定
金
額
(
約
六
千
回
程
度
)
以
下
な
る
も
の
に
は
謀
せ

4

さ
る
こ
と
、
個
人
の
利
得

は
個
人
の
偉
業
所
得
よ
り
昭
和
六
年
以
前
約
二
年
間
の
平
均
四
営
業
所
得
を
控
除
し
た
る
上
さ
ら
に
相
嘗
の
金
額
を

臨
時
利
得
税
を
論
A
V

第
三
十
九
巻

i¥ 

第
六
貌
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四

第
六
競

七

控
除
し
て
算
出
す
る
こ
と

問
、
税
率
は
課
税
利
得
の
約
百
分
の
十
程
度
と
す
る
こ
と

五
、
本
税
に
劃
し
で
は
地
方
闇
瞳
の
附
加
税
の
賦
課
を
認
め

.F
る
方
針
と
す
る
こ
と

六
、
本
耽
は
常
分
の
う
ち
こ
れ
を
施
行
す
る
こ
と

此
の
大
綱
を
見
て
第
一
に
気
付
〈
事
は
、

臨
時
利
符
視
が
法
人
ド
つ
い

τは
共
の
利
得
ド
劃
し
て
謀
暁
し
個
人

に
つ
い

C
は
共
の
特
業
利
畑
作
に
制
し
て
課
税
し
て
ゐ
る
事
買
で
あ
る
。
加
ら
臨
時
利
得
耽
は
課
税
物
件
の
閥
係
h

よ
り
所
得
税
と
管
業
牧
益
説
と
密
接
な
る
関
係
を
存
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
臨
時
利
得
税
は
現
寅
所
得
よ

り
平
年
所
得
を
差
引
い
た
残
額
を
課
耽
棋
準
正
し
て
ゐ
る
か
ら
、
経
常
税
で
あ
る
よ
ち
も
寧
ろ
臨
時
枝
に
る
性
質

を
帯
び
、
大
正
七
年
三
月
二
十
三
日
法
律
第
九
陥
抗
戦
時
利
得
暁
法
と
共
の
思
想
を
共
通
に
し
て
ゐ
る
事
を
知
る
の

で
あ
る
。
大
綱
の
内
容
が
頗
る
簡
阜
で
あ
っ
て
臨
時
利
得
税
の
内
容
を
詳
細
に
批
剣
す
る
事
が
出
来
な
い
か
ら
、

+
訟
で
は
臨
時
利
得
詑
を
所
得
耽
と
管
業
牧
盆
耽
と
戟
時
利
得
枕
と
の
三
つ
に
関
連
せ
し
め
て
議
論
を
準
め
た
い
の

で
あ
る
。

第
三

臨
時
利
得
報
の
特
質

臨
時
利
得
税
の
特
質
を
課
税
物
件
と
課
税
標
準
と
税
率
と
の
三
つ
に
分
ち
説
明
す
る
と
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

第
一
は
臨
時
利
得
税
の
謀
耽
物
件
で
あ
る
が
、
法
人
に
つ
い
て
は
共
の
臨
時
利
得
全
般
に
劃
し
て
課
税
し
個
人



に
つ
い
て
.
は
共
の
臨
時
利
得
の
中
で
管
業
利
得
に
劃
し
て
の
み
課
税
す
る
事
正
な
っ
て
ゐ
る
。
試
み
に
戟
時
利
得

耽
法
を
見
る
と
第
三
僚
に
於
て
次
の
規
定
を
設
け
て
ゐ
る
。

第
三
傑
戦
時
利
得
税
ハ
左
記
各
競
ノ
利
得
三
付
之
ヲ
賦
課
ス

一
所
得
枕
法
一
二
杭
リ
所
得
税
ヲ
課
ス
へ
キ
法
人
ノ
利
得

二
所
得
枕
法
二
悼
リ
所
得
税
ヲ
課
ス
へ
キ
第
三
種
ノ
所
得
中
俸
給
、
給
料
、
千
常
、
歳
費
、
年
金
、
恩
給
・
退
隠
料
ヲ
除
キ
タ
ル
個
人
ノ
利
得

三
般
舶
又
ハ
捕
職
業
若
ハ
砂
織
業
-
一
一
閥
ス
ル
槽
利
若
ハ
設
備
ノ
責
却
=
因
ル
個
人
ノ
利
得

前
項
第
一
三
披
ノ
船
舶
」
一
円
製
遺
中
ノ
船
舶
ヲ
含
ム

法
人
の
臨
時
利
得
の
範
悶
に
つ
い
て
は
臨
時
利
得
税
ち
戦
時
利
得
税
も
同
一
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
炉
、
問
題

ぷ
3

0
立
国
人
)
河
川
寺
川
叩
刊

T
j
E
H
2
-
ぅ

3
0

1

J

J

，

t
t，f
yノ
(
仏
日
4
4

ペ
ノ
小

U
即

時

日

刊

〈

倒
へ
の
利
得
の
範
悶
に
つ
い
て
は
、

戦
時
利
得
枇
は
「
所
得
耽

法
二
一
依
リ
所
得
税
ヲ
課
月
へ
キ
第
三
種
J

所
得
中
俸
給
、
給
料
、
手
営
、
歳
費
、
年
金
、
恩
給
、
退
隠
料
ヲ
除
キ

タ
グ
'
個
人
ノ
利
得
」
と
「
般
舶
又
』
鋸
業
若
』
砂
鋪
業
一
一
閥
ス
M
Y

樺
利
若
ニ
川
町
備
ノ
責
却
一
一
因
Y
個
人
ノ
利
得
」
と

を
奉
げ
て
ゐ
る
。
印
ち
勤
勢
所
得
以
外
の
第
三
種
所
得
に
つ
い
て
全
部
之
を
課
税
す
る
事
と
し
課
積
物
件
の
範
閏

を
可
な
り
庚
〈
求
め
て
ゐ
る
の
が
一
特
色
で
あ
る
。
叉
加
舶
叉
は
錨
業
若
は
砂
鏑
業
に
闘
す
る
樺
利
若
は
設
備
の

責
却
に
困
る
利
得
に
闘
し
て
は
財
産
増
債
枕
式
の
立
法
を
設
け
て
個
人
所
得
税
法
の
所
得
概
念
の
例
外
を
示
し
て

ゐ
る
の
が
第
二
の
特
色
で
あ
る
。
然
る
に
臨
時
利
得
税
は
軍
に
管
業
利
得
と
規
定
し
て
ゐ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
共

の
範
闘
が
果
し
て
ど
の
程
度
の
も
の
と
な
っ
て
ゐ
る
か
が
明
か
で
な
い
。

第
二
は
課
税
標
準
た
る
利
得
の
算
定
方
法
で
J

の
る
。

戟
時
利
得
税
の
此
勤
に
闘
す
る
立
法
は
次
の
如
く
で
あ

臨
時
利
得
税
を
論
宇

第
三
十
九
巻

y、

五:

第
六
披

-E; 



臨
時
利
得
税
を
論
す

第
三
十
九
巻

八
一
六

第
六
披

4コ
四

る
。第

五
傑
法
人
ノ
戦
時
事
業
年
度
所
得
金
額
カ
平
時
事
業
年
度
ノ
平
均
所
得
金
額
ヲ
超
過
ス
ル
場
合
ユ
於
テ
某
ノ
超
過
額
中
平
時
事
業
年
度
ノ
平
均

所
得
金
額
ノ
百
分
ノ
二
十
ヲ
超
過
ス
ル
金
額
ヲ
以
テ
法
人
ノ
利
得
金
綴
ト
ス

前
項
利
得
金
額
計
算
ノ
場
合
一
三
於
テ
左
記
各
競
ニ
談
常
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ρ

各
英
ノ
定
ム
ル
所
ユ
依
日
平
時
事
業
年
度
〆
平
均
所
得
金
額
ヲ
計

算
ス一

何
レ
ノ
平
時
事
業
年
度
一
一
於
テ
モ
所
得
金
額
ナ
キ
ト
キ
叉
ハ
平
時
事
業
年
度
ノ
平
均
所
得
金
額
力
平
時
事
業
年
度
ノ
平
均
資
本
金
額
ユ
封
一
V

年
額
百
分
ノ
十
未
満
ナ
ル
ト
キ
ハ
平
時
事
業
年
度
ノ
平
均
資
本
金
額
品
封
λ

ル
年
額
百
分
/
十
ノ
割
合
ヲ
以
テ
賞
出
シ
タ
ル
金
額
ヲ
平
時
事
業
年

度
ノ
平
均
所
得
金
箱
ト
ス

大
正
一
一
一
年
八
月
一
日
以
後
第
一
次
ノ
事
業
相
度
絡
了
シ
ダ
ル
法
人
ユ
旬
テ
ハ
戦
時
事
業
伊
度
ノ
資
水
命
綱
ニ
川
町
シ
年
繍
百
分
ノ
ナ
ノ
割
合
ア

以一
7

算
出
シ
タ
ル
金
額
ヲ
平
時
事
業
年
度
ノ
平
均
所
得
金
頼
ト
ス

三
戦
時
事
業
年
度
ノ
資
本
金
額
刀
平
時
事
業
年
度
ノ
平
均
資
本
金
額
-
一
針
シ
増
減
ア
ル
場
合
品
於
テ
ハ
平
時
事
業
年
度
ノ
平
均
資
本
金
額
ニ
割

旦
ル
卒
均
所
得
金
額
ノ
割
合
ヲ
以
ア
戦
時
事
業
年
度
ノ
資
本
金
額
旦
付
算
出
V

タ
ル
金
額
ヲ
平
時
事
業
年
度
ノ
平
均
所
得
金
額
ト
Z

此
揚
令
昌
於

テ
第
一
一
都
ノ
規
定
ノ
遁
用
=
付
テ
ハ
戟
時
事
業
年
度
ノ
資
本
金
額
ヲ
以
テ
平
時
事
業
年
度
ノ
平
均
資
本
金
額
ト
肴
倣
月

四
千
時
事
業
年
度
ト
戦
時
事
業
年
度
ト
期
間
=
相
違
ア
ル
ト
キ
ρ

戦
時
事
業
年
度
ノ
月
叡
ニ
一
臆
シ
月
割
ヲ
以
テ
平
時
事
業
年
度
ノ
所
得
金
額
ヲ

計
算
九

資
本
金
額
ノ
算
定
方
法
ハ
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
六
傑
個
人
J

所
得
金
額
力
大
正
二
年
以
前
二
年
ノ
平
均
所
得
金
額
ヲ
超
過
ス
ル
場
合
一
一
於
テ
其
ノ
超
過
額
中
大
正
二
年
以
前
二
年
ノ
平
均
所
得

金
額
ノ
百
分
ノ
二
十
ヲ
超
過
ス
ル
金
額
ヲ
以
テ
第
三
傑
第
一
項
第
二
就
J
y

利
借
金
額
ト
ス
但
シ
所
得
金
額
申
相
績
財
産
ヨ

p
生
ス
ル
所
得
ア
ル
場

合
=
於
テ
ハ
之
=
封
ス
ル
大
正
二
年
以
前
一
-
年
中
ノ
被
相
績
人
ノ
所
得
金
額
ヲ
相
績
人
ノ
所
得
金
額
ト
看
倣
シ
平
均
所
得
金
額
ヲ
計
算
ス

前
項
利
得
金
額
計
算
ノ
場
合
品
於
テ
大
正
三
年
以
前
一
一
年
中
所
得
税
法
第
四
傑
ノ
一
一
一
第
三
披
ノ
所
得
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
除
算
U
大
正
七
年
以
後
其

ノ
年
分
ノ
所
得
中
所
得
税
法
第
四
傑
ノ
三
第
三
披
ノ
所
得
ア
ル
ト
キ
ハ
英
ノ
所
得
金
額
ユ
付
命
令
ノ
定
ム
ル
所
z

依

p
算
定
U
タ
ル
金
額
ヲ
前
項

ノ
平
均
所
得
金
額
-
一
加
算
ス

第
一
項
ノ
場
合
-
一
於
テ
大
正
二
年
以
前
二
年
ノ
平
均
所
得
金
額
千
回
未
満
ナ
ル
ト
キ
叉
A

其
ノ
平
均
所
得
金
額
ナ
キ
ト
キ
ρ

所
得
金
額
〆
牟
額
ヲ



以
テ
利
得
金
額
ト
ス

利
得
金
額
三
千
困
未
満
ナ
ル
ト
キ
ハ
戦
時
利
得
税
ヲ
課
セ
ス

第
七
傑
般
拍
又
ハ
嬢
業
若
ハ
砂
鋪
業
品
開
聞
ス
ル
権
利
若
ハ
設
備
ノ
責
却
金
額
ヨ
リ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
一
一
依
り
算
定
シ
タ
ル
償
額
ヲ
控
除
シ
タ
ル
金

領
ヲ
以
テ
第
三
傑
第
一
頃
第
三
裁
ノ
利
得
金
額
ト
ス
但
U

其
ノ
利
得
金
綴
カ
第
三
傑
第
一
一
項
第
二
披
ノ
利
得
-
一
一
嵐
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
丸
ハ
利
得

金
額
三
千
回
未
満
ナ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
ユ
ー
伝
一
フ
ス

前
項
ノ
利
得
金
額
ハ
前
年
中
ノ
摘
額
二
情
ル

法
人
及
び
個
人
の
何
れ
の
戦
時
利
伺
怖
を
計
算
す
る
に
際
し
て
も
半
年
所
得
金
額
の
百
二
十
〆

1
セ
ン
ト
を
現
貫

所
得
金
額
よ
り
差
引
い
に
も
の
佐
採
用
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
法
人
の
場
合
に
於
て
は
、
平
年
所
得
金
額
な
き
と
き

又
は
一
半
年
所
得
金
舗
が
半
年
資
本
金
閣
の
一
一
割
未
満
の
時
に
は
、
平
年
資
本
金
額
の
一
割
を
以
て
平
年
所
得
令
額

'
と
推
定
し
て
ゐ
る
。
之
ド
反
し
臨
時
利
得
税
の
訊
税
椋
準
は
白

法
人
に
つ
い
て
は
現
寅
所
相
何
よ
り
平
年
所
得
そ
の

盛
を
差
引
き
、
個
人
に
つ
い
て
は
現
賞
所
得
よ
り
平
年
所
得
を
控
除
し
更
に
共
上
に
相
営
の
金
額
を
控
除
し
算
定

す
る
事
と
な
っ
て
ゐ
る
。
叉
法
人
の
平
年
所
得
が
な
き
か
或
は
平
年
委
本
金
額
の
約
七
分
未
満
の
時
に
は
卒
年
資

本
金
額
の
七
分
を
以
て
平
年
所
得
と
見
て
ゐ
る
。
此
の
姑
に
於
て
雨
者
に
は
相
営
の
聞
き
が
あ
る
。

第
三
は
穂
率
の
問
題
で
あ
る
。
戦
時
利
得
税
は

第
四
傑
戦
時
利
得
碕
ハ
左
ノ
税
率
二
怖
り
之
ヲ
賦
課
ス

一
、
法
人
ノ
利
得
利
得
金
額
宵
分
ノ
二
十

二
、
個
人
ノ
利
得
利
得
金
額
百
分
ノ
十
五

と
規
定
し
て
ゐ
る
。
法
人
の
場
合
は
利
得
金
額
の
二
割
、
個
人
の
場
合
は
利
得
金
額
の
一
割
五
分
と
匝
別
し
て
ゐ

臨
時
利
得
税
を
論
宇

第
三
十
九
巻

i¥ 

-ヒ

第
六
披

七
亙



臨
時
利
得
税
を
論
宇

第
三
十
九
巻

A 

A 

第
大
時
制

七
~、

与
C

之
に
反
し
臨
時
利
得
在
は
法
人
個
人
の
何
れ
に
劃
し
て
も
一
割
程
度
と
定
め
て
ゐ
る
c

第
四

臨
時
利
得
税
の
批
判

上
越
の
如
〈
、
臨
時
利
得
税
は
所
得
税
法
令
-
母
躍
と
し
て
立
案
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
同
じ
〈
所
得
穂

法
令
母
臨
と
す
る
戟
時
利
得
税
ー
と
は
可
な
り
迷
つ
円
構
造
営
採
用
し
て
ゐ
る
こ
れ
一
は
母
臨
た
名
所
得
税
訟
そ

の
も
の
が
大
正
七
年
よ
り
昭
和
十
年
に
至
ろ
十
七
年
間
に
格
段
の
麓
化
を
設
げ
に
事
と
倍
業
牧
盆
耽
法
が
新
設
す

ら
れ
た
事
と
に
基
〈
の
で
あ
る
。
配
賞
金
の
綜
合
課
税
、
法
人
の
超
過
所
待
の
特
別
課
税
が
所
得
控
法
の
改
正
の

重
な
る
も
の
で
あ
る
。
外
形
標
準
主
義
た
る
閏
税
替
業
税
に
代
ふ
る
に
純
益
主
義
た
る
闘
税
笹
業
収
益
斡
を
設
け

た
事
を
注
目
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
臨
時
利
得
税
を
戦
時
利
得
税
と
比
較
す
る
に
営
つ
で
も
、
所
得
税
法
と
待

業
牧
盆
枕
法
と
の
禁
遼
を
考
慮
に
入
れ
て
之
営
批
判
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

第
一
は
課
暁
物
件
の
問
題
で
あ
る
。
法
人
の
所
得
に
つ
い
て
は
財
産
増
債
が
考
慮
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
個
人
所

得
税
で
は
財
産
地
情
債
を
顧
慮
し
な
い
の
が
、
我
が
所
得
暁
法
の
特
色
で
あ
る
。
而
し
て
戟
時
利
得
税
は
「
船
舶
叉

』
鋸
業
者
』
砂
鉱
業
一
一
関
λ

U

F

権
利
若
』
設
備
ノ
頁
却
一
一
因
M
F

利
得
L

に
限
り
個
人
に
於
て
も
法
人
同
様
に
財
産

増
債
を
認
め
て
ゐ
る
。
臨
時
利
得
税
は
此
賄
に
闘
す
る
明
確
な
る
方
針
を
明
か
に
し
て
ゐ
な
い
が
、
此
の
問
題
は

所
得
税
法
全
瞳
の
釣
舎
を
掛
酌
し
て
之
を
定
む
べ
き
で
あ
る
。
次
に
考
ふ
べ
き
は
個
人
所
得
に
つ
い
て
は
第
三
種

所
得
よ

b
勤
勢
所
得
を
除
き
た
る
も
の
を
全
部
戟
時
利
得
税
が
課
税
物
件
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
、
従
っ
て
戦
時



利
得
識
の
課
税
物
件
の
中
に
は
「
知
舶
・
鏑
業
及
砂
鋸
業
・
岡
・
畑
・
貨
宅
地
及
貸
家
・
山
林
伐
採
・
原
野
其
他
土
地
・

鋸
業
・
牧
養
及
採
取
業
・
商
業
・
工
業
・
貸
金
預
金
共
他
利
子
・
廓
業
・
捗
力
・
共
他
所
得
」
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
然
る
に

臨
時
利
得
積
の
課
税
物
件
た
る
管
業
所
得
の
意
味
を
狭
義
に
定
め
商
工
業
の
み
よ
り
の
所
得
と
解
し
、
或
は
替
業

牧
盆
積
の
課
税
物
件
の
「
物
品
販
買
業
・
銀
行
業
巾
無
蓋
業
。
金
銭
貸
付
業
・
物
品
貸
付
業
・
製
遣
業
・
選
謹
業
・
倉
康
業

請
負
業
・
印
刷
業
・
出
版
業
・
寓
異
業
・
脱
党
業
・
旅
人
宿
業
・
料
理
巾
刷
業
・
周
旋
業
・
代
理
業
・
仲
立
業
・
問
屋
業
」
乃
至

は
符
業
税
の
課
税
物
件
の
一
運
河
業
。
桟
橋
業
。
舵
舶
碇
眼
前
場
業
。
貨
物
陸
揚
場
業
。
岡
替
業
品
開
産
業
。
班
長
業
咽
一
等

山
町
業
・
遊
技
場
業
・
遊
覧
所
業
・
選
投
唱
直
属
業
」
に
限
る
時
に
は
、
勤
努
所
得
に
も
屈
せ
や
商
工
業
周
得
に
も
屈
せ

y

る
巾
問
物
か
如
何
に
白
川
倣
ふ
〈
主
や
の
問
問
一
炉
仲
l
一
十
る
の
で
J

め
る
。
叫
付
ト
出
目
す
.
t
h
u
は
、
側
人
が
法
人
J
りや一

け
だ
る
間
賞
金
所
得
に
劃
し
職
時
利
得
税
法
の
制
定
の
嘗
時
に
は
謀
説
じ
な
か
っ
た
の
が
、
只
今
で
は
共
の
六
割

を
限
り
個
人
に
之
を
綜
合
し
課
税
す
る
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
。
配
賞
金
所
得
で
時
局
の
好
影
響
を
受
け
た
も
の
は

相
営

E
績
に
上
っ
て
ゐ
る
か
ら
之
を
如
何
に
取
扱
ふ
か
炉
問
題
で
あ
る
。
要
す
る
に
管
業
利
得
の
意
義
を
康
狭
い

づ
れ
に
解
す
る
か
に
よ
り
、
臨
時
利
得
稜
の
範
園
が
襲
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
課
税
標
準
と
積
率
と
の
問
題
全
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
臨
時
利
得
税
の
課
税
標
準
は
戦
時
利
得
琉
の
課
耽

標
準
よ
り
高
〈
且
つ
個
人
の
課
税
標
準
の
定
め
方
に
於
て
雨
者
が
異
っ
て
ゐ
る
。
而
し
て
臨
時
利
得
読
の
税
率
は

戦
時
利
得
税
の
積
率
よ
り
低
〈
、
戦
時
利
得
稜
の
積
率
が
法
人
と
個
人
と
異
っ
て
ゐ
る
の
に
反
し
臨
時
利
得
税
に

於
て
は
雨
者
同
一
に
な
っ
て
ゐ
る
。
更
に
考
ふ
べ
き
は
、
法
人
所
得
税
の
一
種
と
し
て
超
過
所
得
積
炉
設
け
ら
れ

臨
時
利
得
戒
を
論
宇

第
三
十
九
巻

/'、

カ企

第
六
披

七
七



臨
時
利
得
税
を
論
宇

第
三
十
九
谷

i¥. 

O 

第
六
猿

七
i¥. 

戦
時
利
得
税
の
精
神
が
法
人
に
於
て
の
み
残
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
大
正
七
年
嘗
時
と
昭
和
十
年
の
事
情
と
を
比

較
す
る
と
次
の
式
を
得
る
事
が
出
来
る
。

V

E

ル
〉
:
(
組
時
ヨ
お
ー
ポ
令
ヨ
4
4
×
】
忠
明
か
)
X
M
Q
添

い
汁
同
什
喰
{
日
間
同
亭
主
主
部
中

ニE
〉
-

E

(

品
目
周
目
立
は

l
Nポ
h

担
当
詰

x
E
C
芯

)
x
-
u
ま

{
胎
齢
沼
お
お
{
狩
〉

部
哨
司
寸

A

L

b

-

!

一
時
、
三
人
崎
県
沼
誕
恨
松
沼
治

)
x
z
x

ぷ
同
Z
l
k
抑
制
が
付
窓
「
一

f

-

4

"

も

u
q
t
(
言
〉
:
(
謡
将
冶
雲
山
l
令
拾
遺
品
但
!
と

x
E
芯

法
人
に

ρ
い
て
見
る
に
、
戟
時
利
得
税
に
於
て
は
平
年
所
得
が
一
割
未
満
の
時
は
平
年
所
得
を
一
割
と
推
定
せ

し
に
反
し
、
臨
時
利
得
税
に
於
て
は
半
年
所
得
が
七
分
未
満
の
時
に
は
七
分
を
平
年
所
得
と
看
倣
し
て
ゐ
忍
の
で

め
る
。
個
人
に
つ
い
て
は
資
本
に
針
す
る
所
得
の
利
廻
を
杢
〈
考
慮
に
入
れ
て
ゐ
な
い
事
に
於
て
は
、
戦
時
利
得

積
も
臨
時
利
得
税
も
会
〈
同
様
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
臨
時
利
得
税
を
課
税
標
準
と
積
率
と
の
南
方
面
よ
り
見
る
と
、
次
の
結
果
を
得
る
事
が
出
来
る
。

(1 ) 

法
人
に
於
て
卒
年
所
得
の
最
低
利
廻
を
戦
時
利
得
税
が
一
割
と
し
た
の
を
七
分
に
引
下
げ
、
個
人
法
人
伝

通
じ
で
卒
年
所
得
の
十
二
割
を
差
引
く
代
り
に
十
割
を
差
引
く
事
に
し
、
結
局
に
於
て
課
税
標
準
を
高
く
し
て
ゐ

る
の
で
あ
〆
る
。

(2) 

戦
時
利
得
税
の
既
率
が
法
人
二
割
個
人
一
割
五
分
な
る
を
引
下
げ
て
、
法
人
個
人
通
じ
て
一
割
と
し
、
以



て
課
砥
標
準
の
高
く
な
っ
て
ゐ
る
の
を
相
殺
し
て
ゐ
る
。

qo 

戟
時
利
得
税
を
制
定
し
た
嘗
時
に
無
か
っ
た
法
人
超
過
所
得
稜
な
る
も
の
が
只
今
出
来
て
ゐ
る
急
め
で
も

あ
り
、

叉
個
人
に
於
て
現
貫
所
得
よ
り
平
年
所
得
と
真
に
相
営
の
金
額
と
を
控
除
す
る
事
と
な
っ
た
矯
め
で
も
あ

ら
う
、
戦
時
利
得
控
の
時
に
は
法
人
の
方
が
個
人
の
方
よ
り
税
率
が
高
か
つ
に
に
拘
ら
や
臨
時
利
符
枕
は
両
方
に

同
一
の
税
率
営
湘
附
し
て
ゐ
る
。

第
五

申書

言動

我
闘
の
粗
砥
惜
ぷ
は
他
の
方
耐
に
於
て
も
相
常
の
後
一
連
佐
没
げ
一
ゐ
る
の
で
あ
る
が
不
労
利
得
重
課
の
万
両
に

於
て
は
相
績
積
と
法
人
の
超
過
所
得
税
と
の
二
つ
が
存
す
る
の
み
で
あ
っ
て
必
十
し
も
充
分
な
り
と
云
ふ
事
が
出

飛
な
い
。
今
や
我
聞
に
於
て
は
、

一
方
に
は
赤
字
累
積
の
未
曾
有
の
財
政
難
を
現
出
し
て
ゐ
る
と
共
に
、
他
方
に

は
舟
替
安
及
び
軍
需
品
景
気
に
基
き
努
力
に
劃
す
る
報
酬
以
上
の
多
額
の
利
益
合
得
て
ゐ
る
人
が
あ
忍
。
而
し
て

闘
の
内
外
に
は
難
問
題
が
山
積
し
財
政
難
が
盆
冷
加
は
ら
ん
と
し
て
ゐ
る
。
財
務
嘗
局
と
し
て
は
決
し
て
袖
手
傍

制
慨
す
べ
き
時
機
で
な
い
。
議
に
財
政
を
整
理
し
て
非
常
時
を
打
開
す
る
第
一
策
と
し
て
採
用
せ
ら
れ
た
の
が
不
勢

利
得
重
課
の
臨
時
利
得
暁
を
新
枕
と
し
て
起
す
事
で
あ
る
。
新
枕
又
は
増
税
と
云
へ
ば
無
保
件
に
反
劃
す
る
事
と

な
っ
て
ゐ
る
の
が
財
界
一
部
の
慣
習
の
様
で
あ
る
が
、
僅
か
三
千
高
園
程
度
の
不
勢
利
得
稜
を
此
際
に
起
す
事
そ

れ
自
身
に
劃
し
て
は
、
何
の
反
卦
も
起
り
得
無
い
筈
で
あ
る
。
只
こ
h

に
注
意
す
べ
き
は
、
動
機
が
よ
い
と
云
ふ

臨
時
利
得
税
を
論
宇

第
三
十
九
巻
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六
競

七
九
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だ
け
の
珂
由
で
政
府
の
提
案
を
其
佳
に
鵜
の
み
に
す
べ
き
で
は
な
く
、
同
じ
新
桂
を
起
す
な
ら
ば
成
る
ぺ
〈
財
界

に
悪
影
響
の
無
い
様
な
立
法
会
樟
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
大
離
省
の
一
不
す
所
は
頗
る
簡
単
で
あ
る
が
、
後
表
せ
ら
れ
た

る
範
園
の
み
か
ら
見
て
も
課
税
標
準
・
課
税
物
件
・
税
率
に
問
題
が
あ
り
特
に
法
人
と
個
人
と
の
閥
係
、
超
過
所
得

積
と
の
関
係
、
替
業
利
得
の
範
闇
等
に
於
て
考
慮
す
べ
き
知
が
多
〈
存
し
て
ゐ
る
。
従
っ
て
問
題
の
中
心
は
、
臨

時
利
得
税
の
是
非
論
と
云
ふ
漠
然
た
る
議
論
よ
り
一
歩
を
準
め
て
兵
醐
目
的
の
臨
時
利
制
作
税
に
闘
し
て
専
門
的
考
案

ee抑
ム
ペ
手
で
あ
る
，

臨
時
利
得
税
に
闘
す
る
財
界
人
の
懸
念
は
、

一
は
戦
時
利
得
抵
の
如
〈
橡
想
以
上
の
重
税
と
な
り
は
し
な
い
か

と
云
ふ
事
と
、

一
は
税
制
整
理
の
頭
だ
け
が
臨
時
利
得
税
に
現
は
れ
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
っ
て
共
の
後
に
恐
ろ
し
い

も
の
が
潜
在
し
て
ゐ
な
い
か
と
云
ふ
事
で
あ
る
。

第
一
の
懸
念
は
戟
時
利
得
税
制
定
営
時
を
回
想
す
れ
ば
嘗
然
起
る
問
題
で
あ
る
。
大
藤
大
臣
が
大
正
七
年
一
月

二
十
三
日
に
衆
議
院
に
於
て
試
み
た
る
演
説
に
よ
れ
ば
戦
時
利
得
税
は
「
大
正
七
年
度
分
は
千
七
百
九
十
能
高
岡

平
年
度
三
千
二
百
館
高
園
」
と
云
ふ
橡
想
で
あ
っ
た
が
、
日
本
工
業
倶
築
部
は
一
億
園
見
嘗
に
詐
債
し
、
大
破
省

と
財
界
と
の
間
に
非
常
な
評
債
の
隔
り
が
め
っ
た
。
賞
際
は
次
の
数
字
の
示
す
が
如
〈
、
昭
和
七
年
度
は
八
千
四

百
高
岡
に
上
り
昭
和
八
年
度
は
一
一
億
六
千
五
百
寓
闘
を
示
し
、
大
韓
に
於
て
大
臓
大
臣
の
漁
想
し
た
五
倍
と
な
っ

た
の
で
め
る
。
へ
単
位
回
V
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第
二
の
懸
念
色
一
一
臆
は
理
解
出
来
る
。
枇
曾
政
策
に
謝
す
る
議
論
が
百
出
し
、
特
に
算
盤
と
維
の
速
い
人
が
思

「
臨
時
利
得
と
云
っ
て
も
相
常
の
努
力
を
梯
っ
て
得
た

ひ
切
っ
た
財
政
改
革
論
を
公
け
に
し
て
ゐ
る
際
で
あ
3
。

も
の
で
あ
る
の
に
拘
ら
や
恰
も
不
正
手
段
で
儲
け
た
様
に
罵
し
ら
れ
、
臨
時
利
得
荷
な
納
め
る
の
を
恰
も
罰
金
を

納
め
る
如
〈
解
せ
ら
れ
る
、
こ
の
調
子
で
段
ふ
極
端
に
進
ん
で
行
〈
の
で
あ
る
と
、
今
後
の
積
制
整
理
が
思
び
ゃ

ら
れ
る
」
と
心
配
し
て
ゐ
る
人
が
財
界
に
相
常
あ
る
様
で
あ
る
。

三
千
高
園
の
臨
時
利
得
税
と
云
つ
で
も
蓬
を
開
げ
る
と
一
二
億
固
に
上
る
か
も
知
れ
な
い
と
一
五
ふ
の
が
一
つ
の

不
安
で
あ
る
、
叉
臨
時
利
得
税
が
税
制
整
理
の
ス
タ
ー
ト
と
な
り
今
後
に
ど
ん
な
無
銭
砲
な
改
革
案
が
飛
び
出
し

財
界
を
慣
飢
す
る
か
も
分
ら
な
い
ム
」
云
ふ
の
が
第
二
の
不
安
で
あ
る
、
こ
う
一
石
ふ
二
つ
の
懸
念
が
結
び
つ
い
て
不

安
一
か
昂
じ
て
行
〈
事
は
決
し
て
喜
ば
し
い
現
象
で
な
い
。
大
正
七
年
と
く
ら
べ
る
と
昭
和
十
年
に
は
徐
程
揖
務
技

術
が
進
歩
し
て
ゐ
る
か
ら
臨
時
利
得
税
に
闘
し
大
し
た
橡
想
外
れ
は
無
い
と
信
じ
て
ゐ
る
。

又
無
銭
砲
な
税
制
整

理
は
一
時
の
撃
で
ゐ
っ
て
決
し
て
貫
現
性
の
無
い
も
の
で
あ
ら
う
。
然
し
臨
時
利
得
稜
を
中
心
ー
と
し
て
か
〉
る
懸

念
が
行
は
れ
て
ゐ
る
事
は
訂
消
し
難
い
事
買
で
あ
る
か
ら
、
財
務
営
局
と
し
て
は
一
方
に
は
臨
時
利
得
税
の
内
容

を
洗
練
す
る
と
共
に
今
後
の
詑
制
整
理
の
大
方
針
を
公
表
し
以
て
財
界
の
不
安
を
一
掃
す
べ
き
で
あ
る
。
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利
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